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現 行 定 款 変 更 案 

（社外監査役の責任免除） 
第43条     （新 設） 

（監査役の責任免除） 
第44条 当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、取締役会の決議をもって、同

法第423条第１項の監査役（監査役であ

った者を含む。）の賠償責任を、法令の

限度において免除することができる。 
当会社は社外監査役との間で、会社法

第423条第１項の賠償責任について法令

に定める要件に該当する場合には賠償責

任を限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく賠償責任

の限度額は、法令に定める最低責任限度

額とする。 
 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、監査役との間で、会社法第423

条第１項の賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契

約に基づく賠償責任の限度額は、法令に

定める最低責任限度額とする。 

第44条～第51条 （条文省略） 第45条～第52条 （現行どおり） 
 

 
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日 平成２９年３月２８日 

定款変更の効力発生日      平成２９年３月２８日 
以 上 

 


